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平成 25 年度税制改正（地方税）の概要について 

平成 25 年度税制改正のうち、市税に関係する主な改正事項は次のとおりです。 

なお、これらの事項について地方税法改正法案が可決された場合には、横浜市市税

条例等に係る一部改正議案を提出する予定です。 

１ 平成 25 年度税制改正の概要（主な市税関係部分） 

税目・改正項目 改正案の内容 

全

税

目 

延滞金及び還

付加算金の利

率の引下げ 

市税条例附則 
第４条の２ 

○ 現在の低金利の状況を踏まえ、納税者等の負担を軽減する観点から

行われる国税の見直しに合わせ、延滞金及び還付加算金の利率を引き

下げる。（平成２６年１月１日以後の期間に対応する延滞金等から適用）

 
現行 

  

改正後 

本則 特例※１ 本則 特例※１ ※３ 

延滞金 １４．６％ － １４．６％ 特例基準割合※２＋７．３％ ９．３％

 
納期限後 

１か月以内等 ７．３％ ４．３％ ７．３％ 特例基準割合※２＋１．０％ ３．０％

還付加算金 ７．３％ ４．３％ ７．３％ 特例基準割合※２ ２．０％

※１ 利率は、当分の間、特例を適用するものとされている。現行の特例は「基準割引率＋４．０％」

※２ 財務大臣が告示する割合（国内銀行の貸出約定平均金利の年平均）に１．０％を加算した割

合。直近では、貸出約定平均金利の年平均（H23.10～H24.9）が１．０％のため、特例基準割合は

２．０％となる。 

※３ 特例基準割合を２．０％とした場合の延滞金等の利率 

なお、本改正に伴い、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関す

る条例等についても、改正の必要がある。 

個

人

市

民

税 

住宅ローン控

除の延長・拡

充 

○ 消費税引上げに伴う影響を平準化する観点から、個人住民税におけ

る住宅ローン控除の対象期間について、所得税における住宅ローン減

税の延長に合わせて、平成２６年１月１日から平成２９年末まで４年間延

長するとともに、控除限度額を拡充する。 

 現行 改正後 

居住年月日 ～平成２５年１２月３１日
平成２６年１月１日 

～３月３１日 
平成２６年４月１日 

～平成２９年１２月３１日

個人住民税

控除限度額 

所得税の課税総所得 
金額等の５％ 

（最高 9.75 万円） 

所得税の課税総所得 
金額等の５％ 

（最高 9.75 万円） 

所得税の課税総所得 
金額等の７％ 

（最高 13.65 万円） 

○ この措置による平成２７年度以降の減収額は、全額国費で補てん。 

 公的年金から

の特別徴収に

おける徴収額

の算定方法の

見直し 

市税条例 
第３３条の５の２ 
第３３条の５の４ 
第３３条の５の６ 

○ 年間の徴収税額の平準化を図る観点から、仮徴収税額については、

「前年度の２月の税額と同額」から、「前年度の年税額の６分の１の額」

とする。（平成２８年１０月からの特別徴収に適用） 

 現行  改正後 

仮徴収税額 
（４・６・８月） 

前年度の２月の税額と同額
（前年度分の本徴収税額÷３） 前年度の年税額÷６ 

本徴収税額 
（10・12・２月） 

（年税額－仮徴収税額）÷３ （年税額－仮徴収税額）÷３

なお、本改正は仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであって、

税負担の増減を生じさせるものではない。 

平 成 2 5 年 3 月 1 9 日

政 策 ・ 総 務 ・ 財 政 委 員 会

配 付 資 料

財 政 局
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 金融所得課税

の一体化 

市税条例附則 
第１０条の２ 
第１３条の２ 
 

○ 公社債等の利子・譲渡損益に対する課税と、上場株式等の配当・譲渡

損益に対する課税を一体化。（平成２９年度から適用） 

 現行 

 

改正後 

公社債等 
利子 分離課税（５％） 

損益通算して 

分離課税（５％）※

譲渡損益 非課税 

上場株式等 
配当 損益通算して 

分離課税（５％）※ 
（ただし H25 まで特例３％）譲渡損益 

※上場株式等の配当については総合課税（１０％）も選択可。 

固

定

資

産

税 

・ 

都

市

計

画

税 

備蓄倉庫に係る 

固定資産税・都 

市計画税の課 

税標準特例措置

の創設 

市税条例附則 

第９条 

○ 都市再生特別措置法上の都市再生安全確保施設のうち、同法に規定

する管理協定が締結された備蓄倉庫に係る固定資産税・都市計画税に

ついて課税標準の特例措置を講じる。（平成２６年度から適用）  

対象 軽減割合（わがまち特例） 軽減期間 

平成２５年４月１日から

平成２７年３月３１日ま

での間に管理協定を締

結した備蓄倉庫 

２/３を参酌して、１/２以上５/６

の範囲内において条例で定め

る割合 

管理協定締結日の翌

年度から５年度分 

 

耐震改修を行

った住宅に係

る固定資産税

の減額措置の

拡充 

市税条例附則 
第１３条の７ 

 

○ 耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度（税額の２

分の１を減額）について、耐震改修促進法の改正に伴い、通行障害既

存耐震不適格建築物（※）に該当する住宅については、減額期間を２年度

分に拡充する。（平成２６年度から適用） 

対象 
減額 
割合 

減額の内容 

現行  改正後 

平成２５年１月１日から
平成２７年１２月３１日
までに耐震改修工事が
行われた住宅 

１/２ 
改修後
１年間 

→

通行障害既存耐震
不適格建築物※ 

改修後
２年間

上記以外 
＜改正なし＞ 

改修後
１年間

 ※ 地震によって倒壊した場合に、道路（＝耐震改修促進法に規定される建築物集合地域通過

道路）の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするものとして政令で定める建築物のう

ち、建築基準法等の耐震関係規定に適合しない建築物。 

２ その他（車体課税の見直し） 

（１）自動車取得税（県税） 

○ 消費税８％段階（平成２６年４月）で税率を引き下げ（現行：普通自動車５％、軽自動車

３％）、消費税１０％段階（平成２７年１０月）で廃止する方向で抜本的改革を行うこととされ、

平成２６年度税制改正で具体的結論を得る。ただし、この抜本的改革は、安定的な財源を確

保して、地方財政への影響に対する適切な補てん措置を講じることが前提。 

○ 自動車取得税の税収の約７０％は、自動車取得税交付金として市町村に交付されており、

本市でも約４０億円（２３年度決算）が交付されている。 

（２）自動車重量税（国税） 

○ 現行の枠組みは維持しつつ、環境性能に応じた課税の検討や、税収を道路の維持管理・更

新等のための財源と位置づける方向とし、平成２６年度税制改正で具体的結論を得る。 

○ 自動車重量税の税収の約４０％は、自動車重量譲与税として市町村に譲与されており、 

本市でも約５０億円（２３年度決算）が譲与されている。 

 


